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「年金機構業務つうしん」の発行にあたり

日本年金機構が発足し8ヶ月が経過しました。年金事務所、事務センター及び

ブロック本部の職員の皆さんにおかれましては、日本年金機構の理念のひとつ

である『国民の信頼」すなわちお客様である国民の信頼を得られる組織の実現

を目指し、組織改革、意識改革、業務改革に、この8ヶ月間取り組んでいただ

いているところです。

この国民からの信頼を得るための一環として、機構設立後、事務処理誤りの

発生状況を毎月公表し、事務処理誤りの発生原因や再発防止策を全国の年金事

務所等に周知と注意喚起を行ってきました。また、本年3月 1日の年金記録回

復委員会において、現場職員から業務改善提案を募集したうえで事務処理誤り

の再発防止策を講じるよう指摘を受け、本年7月27日に「事務処理誤り総合

防止対策』が策定されたところです。

この『つうしん』は、『事務処理誤り総合防止対策」の中で示された「事務処

理誤り公表時などおける勉強会の実施」の材料のひとつとして、これまでの重

要な指示依頼文書を集約掲載し発行させていただくものです。

職員の法規等の理解不足などによる小さな誤りが、国民の信頼を得るための

太きな妨げとなりかねないことから、今後、この「つうしん』を職場における

勉強会などの資料、あるいは、常に身近な場所に置いておいていただき日々の

業務の参考(確認)資料として活用いただければと思います。

なお、「つうしん』は当面隔月で発行させていただきます。内容の充実に向け

年金給付部職員一間取り組んでまいりますので、ご理解いただきたくよろしく

お願い申し上げます。

平成22年8月

本部年金給付部
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1 年金額再計算(再裁定)の減額事案への対応の明確化

ねんきん特別便等を契機としたご本人からの申出による記録訂正により年金

額への影響がある方に関する取扱い(年金額仮計算書の様式変更等)を定めた

もの
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宛先

<緊急> 記録問題関係

平成22年4月12日

給付指 2010-60

特別便等を契機としたご本人からの申出による記録訂正により

年金額への影響がある方に聞する取扱い(年金額仮計算書の様式変更等)

(諸規程によらない定め)

本部 フロッタ本部 事務セン書ー 年金事務所

書
係部関 理部管 器部 車部 厚年 年国 年給 記録

適用課 徴収課 年課国 記録課 相醸室
全 G G G G 
) 

情霊供先

相醸セ

社労士会
fAp J 

。。。O O O 。。O O O 。。
本部関係部

記録問題対策部、年金相談部、業務管理部、

記録管理部、障害年金業務部、支払部、業務渉外部

E血ニ豊量

標記については、「記録訂正による年金額への影響がある者に関する取扱いについてJ(平成20年2月8

日付け庁文発第 0208001号)及び「記録訂正による年金額への影響がある者に関する取扱いの変更につい

てJ(平成 20年4月25日付け庁文発第 0425001号)により、加えて、具体的な窓口対応等については、

②『記録訂正による年金額への影響がある者に対する窓口対応等についてJ(平成 20年2月8日付け事務

連絡)及び~r記録訂正による年金額試算結果の把握についてJ (平成 20年4月25日付け事務連絡)に

より取り扱ってきたところです。

しかしながら、②及び@の事務連絡では、申し出された方が訂正を要すると恩われる年金記録の期間等

の内容を確認した上で、記録訂正の必要はないと判断されたケースの取扱いが、必ずしも明確ではないと

の指摘があることから、今回、その明確化を図るため、②の別紙1r対応要領のQ&AJを改め「別添①」

のとおりとし、あわせて、特別便等を契機としたご本人からの申出による記録訂正の場合の、年金額仮計

算書の様式を「別添②-2J(匿E雪・ n)のとおりとします。(特別便等を契機としたお人からの申出

による肥録訂正以外は従前の様式に r1 Jを付した r51IJ添②ー1J (扇面雇吾瓦副)を使用して下さい)

また、今後、年金記録の訂正を要すると恩われる期聞がある方に対して、『別添③』のお知らせを行っ

たうえで、年金額仮計算書を示す取扱いとするものです。

なお、『見IJ添②ー2J及び「別添②-3Jに基づく件数の報告については、別途指示いたします。

※ 今回の指示は、あくまでも申し出された方が訂正を要すると思われる年金配録の期間等の肉容を確

認したうえで記録訂正の必要はないと判断されたケースの取扱いの明確化を図るものであって、こ

れまでの通知自体を変更するものではありません。
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ポイント(内容)

回 対応要領のQ&Aについて「別添①」

O 申し出された方が、訂正を要すると恩われる年金記録の期間等の内容を確認したうえで記録訂正

の必要はないと判断した場合は、年金額仮計算書により『年金記録の訂正は必要ない」ことを申し

出ていただき、記録訂正を行わない取扱いとしました。

困 年金額仮計算書の様式について「別添加」幅亙画.n) 

o r年金記録の訂正」及び『年金額の再計算』に同意のうえ申出を行っていただく旨が明確になる

ようにするとともに、記録訂正の必要はないと判断した方には、従来のように申出書の不提出とい

った暖昧な形ではなく、『年金記録の訂正は必要はない」意思を明確に示していただくため、下記の

とおり様式の追加を行いました。

① 「年金記録の訂正」および『年金額の再計算」を申出する場合

=今『口 年金記録を訂正し、年金額を再計算してください。』の口欄に〆印を入れて申出

② 「年金記録の訂正」を必要としないので「年金額の再計算』も必要ない場合

=今『口 年金記録の訂正(年金額の再計算)は、必要ありません。』の口欄に〆印を入れて申出

回 年金額仮計算書を示す際のお知らせについて『別添③』

O 下記の内容を、ご本人にお知らせすることとしました。

-年金額再計算の結果、年金額が減額となる場合もあり得ること

-再計算後の年金額は、年金額仮計算書に記載している額となる見込みであること

-年金額仮計算書に記載された肉容をご確認いただき、申出書欄において、年金記録の訂正は必

要ない旨の申出をした方については、年金額の再計算は行わないこと

固 これまでに減額した事例への対応について「別添②-3J(惜別便等(再)|・ m)

0 既に年金額が減額となった事案のうち、年金事務所において配録の統合に納得ができないとの申

立てをこれまでされたことがある方で、改めてご本人に意思確認を行う必要があると思われる事例

については、ご本人にお知らせし、丁寧にご説明した上で、記録訂正の取消の申出があった方につ

いては、過去に行った再裁定の取消を行うこともやむを得ないこととします。

(備考)

これまでと同様、年金見込額の鼠算を行った際には、年金額仮計算書に必要事項を記載し、必ず担当

者の年金事務所又は事務センターの名称、氏名、連絡先を記載、押印(担当者名が付された決裁用スタ

ンプ等による代用も可)した上でご本人に提示し、記録訂正の内容や年金額の変更について十分に脱明

を行い、申出書欄に署名(押印)していただくとともに、当骸年金額仮計算書・申出書をコピーし鼠算

結果のハードコピーを添付した上で、必ず本人に交付すること。

なお、年金加入期聞が25年に満たず、年金受給権のなかった者が、年金受給権を得ることとなった場

合にも、当骸年金額仮計算書・申出書の「配録訂正により年金を受け取るために必要な加入期聞を満たす

こととなった者」欄lこO印を付し、当骸申出書の表現を『年金が受給できる』、 「年金請求書』などと取

り繕い、上配と同様に、本人に説明を行い交付すること。

園 田~固に関する申出を年金事務所で受け付けた場合の件数の報告については別途指示いたします。

固 この指示・依頼は「平成22年4月 14日」から実施することといたします。

※『業務処理マニュアル」の該当箇所の追加・訂正については詳細が固まり次第追って連絡いたします。
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対応要領のQ&A 巨副

固 特別便等を契機としたと本人からの期間照会等の申出により調査した結果による

皇鍾宣正により、年金額が減額又は裁定取消となると見込まれる事例については、

どのように取り扱うのか。

Al 受給者について、年金額が減額又は裁定取消となると見込まれる事例のうち、特

別便等を契機とし、ご本人からの期間照会等の申出により調査した結果による記録

訂正(※の4ケースを言う)を要すると思われるケースについては、以下の取り扱

いにより懇切丁寧な説明を行う。

※①手番統合、②手番統合による記録補正、③被保険者期間の訂正、④標準報酬月額の訂正

(注)なお、厚生年金基金記録との突合せの場合の取扱いについては、『厚生年金基金

加入記録を有する被保険者記録の整備等に係る事務の取扱いJ(平成 22年4月

1日)のとおりであり、また、コンビュータ記録と紙台帳等との突合せの場合

の取扱いについては、別途指示する。

【基本的な取り扱い方法】

特別便等を受け取った受給者が、年金事務所ヘ照会票及び年金証書を持参

」二ユー
①持参された照会票により記録を確認

②以下の例のような方に対しては、記録の本人特定前に「お客様のようなケースでは、

新たに見つかった記録を統合することにより、年金額が減額・裁定取消になる場合も

ありうるのでご承知おきいただきたい」旨伝える。

(減額・裁定取消が起こりうる主な例)

・通算老齢年金受給者で、 1年未満の他制度期間との重複が判明した方

-第四種被保険者期間を有する方で、新たな厚生年金期聞が判明し、第四種期聞が取り

消される方

-障害年金受給者で、被保険者期聞が25年未満の方(被保険者期間を 25年みなしで

計算)

・年金額計算の基礎としない昭和32年 10月以前の給与を有する方で、同月以降の標

準報酬月額の低い記録が判明した方

-配偶者が加給年金を受給している場合は、新たな記録判明に伴う 20年以上の老齢厚

生年金受給による加給年金停止も考えられるため、夫婦の年金総額にも注意が必要

-旧国民年金法の5年年金・ 10年年金受給者で、新たに厚生年金期聞が判明し、当該

期聞が5年年金・ 10年年金の納付期間と重複する方

-基礎年金満額到達後の国民年金任意加入期聞における保険料納付済期聞を還付した場

合等で、還付した期聞に付加保険料納付済期聞が含まれる方

・旧国民年金法の老齢年金・通算老齢年金受給者で、新たな厚生年金期聞が判明し、国

民年金期聞が少なくなる方
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」ごゴー
照会票に記載されている記録をもとに「年金額仮計算書(特別便等) (別添~2) Jを作成

し、「年金記録の訂正及び年金額の再計算について(お知らせ)(別添③)Jとともにお客様

にお渡しし、内容をと説明する。

」二ユー
特別便等を契機としたと本人からの申出による記録訂正により、年金額が減額及び裁定

取消となることが見込まれている場合は、以下のことを本人に懇切丁寧に説明を行った上、

「年金額仮計算書(特別便等)J下段「年金記録の訂正及び年金額の再計算に関する申出書」

のチェックポックスのいずれかにチェック・署名していただく。

-どのような理由で減額・裁定取消となるのか

-他の年金が増額となる場合や保険料の還付が発生する場合は、増額となる年金額や還

付金額等の説明

. (減額の場合は)およそいくら位の減額となるのか

-既にお受け取りになっている年金のうち過払いとなる分については、最大5年前まで

遡って返納していただく必要があること

」 」
『年金額仮計算書(特別便等)Jにおける「年金記録の訂正及び年金額の再計算に関する

申出書』の「年金記録を訂正し、年金額を再計算してください。」欄に〆印を記入し署名を

された方については、 「年金額仮計算書(特別便等)J とともに、「返納方法申出書」をご

記入いただき、併せて受理する。

『年金記録の訂正(年金額の再計算)は、必要ありません。」欄に〆印を記入し署名され

た方については、 「年金額仮計算書(特別便等)Jのみを受理する。

」 」
『年金記録を訂正し、年金額の再計算を行うこと」を申し出された方から必要な書類の

提出があった場合は、

①減額となる方の場合は、

『年金に係る裁定の再調査及び訂正について(様式第 127号【被保険者記録訂正用】)J

を作成し、「年金記録の訂正及び年金額の再計算に関する申出書J(必要に応じ『返納方

法申出書」及びこれらに係る添付書類)と併せて日本年金機構本部ヘ進達し、再裁定手

続きを行う。

②裁定取消となる方の場合は、

『国民年金・厚生年金保険年金給付関係業務取扱要領(諸変更編)Jに基づき処理を行う。

なお、当該年金が日本年金機構本部又は他の年金事務所において裁定されている場合は、

『年金記録の訂正及び年金額の再計算に関する申出書J(必要に応じ『返納方法申出書』

及びこれらの係る添付書類)を日本年金機構本部へ進達又は裁定を行った年金事務所ヘ

回送する。
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『年金記録の訂正の必要はありません」との申し出をされた方から「年金額仮計算書

(特別便等)Jの提出を受けた場合は、年金記録の訂正を行わず、当該対象年金記録につい

て、「平成21年10月16日庁文発第 1016006J に基づき、「記録訂正事跡確認システ

ム」および「オンラインシステム』ヘ事跡登録の上、「年金額仮計算書(特別便等)Jにつ

いて別保管する。(なお、システムへの事跡入力方法については、追って連絡します。)

国 申し出された方が『記録訂正の内容は正しいが、減額は受け入れられない』と主

張した場合、どのように取り扱うのか。

A2 [Aリの説明をしでもなお、減額は受け入れられないと主張される場合には、

「年金記録の訂正(年金額の再計算)は、必要ありません。』欄に〆印が記入された

申出書を受理することはやむを得ない。

図 お知らせ文(年金記録の訂正及び年金額の再計算について(お知らせ)r別添③J)

は全員に渡すのか、郵送分のみか。

A3 来訪、郵送を問わず、該当者全員にお渡しする。

回 これまで年金額が減額となる再裁定又は裁定取消を行い、年金額を返納した受給

者から、減額訂正を行った過去の再裁定又は裁定取消の取消を求められた場合はど

のように取り扱うのか。

A4 年金額が減額又は裁定取消となった方のうち、特別便等を契機としたご本人から

の期間照会等の申出により調査した結果、記録訂正 (A1※の4ケース)により年

金額の減額及び裁定取消を行った方については、あらためて【Al】に基づきご説

明した上で、年金記録の訂正の必要がなかった旨の申出があった場合、再裁定のや

り直しを行うこともやむを得ない。

なお、その場合に使用する『年金額仮計算書』は「別添(Z)-3J の『年金額仮計算

書(特別便等(再))Jを使用することとする。

困 過去の減額した方全員に対して、広く広報するか、個別にお知らせを行う考えは

ないか。

A5 現行法の下では、ご本人の記録であれば減額することが基本であり、今回の指示

もこの範囲内で従来の取扱いを明確にするものであり、改めて広く広報したり、こ

れまで減額を了承いただいた方全員に対して個別にお知らせする予定はない。

なお、既に年金額が減額となった事案のうち、返還額が高額であるなど年金事務

所において記録の統合に納得ができないとの申立てをこれまでされたことがある方

のうち改めてご本人に意思確認を行う必要があると思われる事例については、旦l盤
の通知例目別紙05のA5関係bに基づきご案内することとする。(※])

その上で、 04のA4のとおり対応し、記録訂正の取消の申出があった方につい

ては過去に行った再裁定の取消を行うこともやむも得ない。
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(※1) ご案内にあたっては、現時点において、記録の統合に納得できないと申立てされ

ている方のほか、特別便発送以降で記録の統合に納得できないと申立てされたこと

がある方を、当時の総合相談室長等から可能な範囲で聞き取り等を行うなどして選

定し行ってください。

国 加入者について、記録訂正により、年金額が減額と見込まれる事例については、

どのように取り扱うのか。

A6 記録照会の申出をされた加入者(※2)については、平成20年2月8日通知の

とおり、将来の年金額が増額見込みか減額見込みかを問わず、事前には本人にお知

らせ・確認をせず、記録訂正を行い、事後的に訂正結果をお知らせする取扱いとす

る。

なお、過去に年金額の試算を行ったことがある加入者が、記録照会の申出をされ

た場合は、事前にお知らせ・確認をせずに記録訂正を行った上で、平成20年2月

8日通知のとおり、本人が希望する場合は、記録訂正後の試算をお示しする。

(※2) 受給権が発生していない未請求者も含む。

固 特別便等を契機としたご本人からの申出による記録訂正が契機ではない年金額の

減額及び裁定取消については、どのように取り扱うのか。

A7 特別便等を契機としたご本人からの申出による記録訂正が契機ではない減額及び

裁定取消については、今まで通りお客様ヘ丁寧にご説明し、返納を求めることとす

る。

その際使用する「年金額仮計算書」は、『別添②ー1J の「年金額仮計算書(特別

便等以外)を使用することとする。

困 「記録訂正の必要なし」と申出された方から『年金額仮計算書(特別便等)(別添

②-2) J の提出を受けた場合は、年金記録の訂正を行わず、当該記録を事跡管理シ

ステムに登録の上、『年金額仮計算書』を別保管する取扱いとしてよろしいか。

A8 ご本人が「記録訂正の必要なし」と申し出された場合には、『平成21年 10月1

6日庁文発第 1016006号」に基づき、「記録訂正事跡確認システム」および『オ

ンラインシステム」ヘ事跡登録を行うことにより管理することとされたい。(なお、

システムへの事跡入力方法については、追って連絡します。)

また、受け付けた『年金額仮計算書(特別便等)Jは原則として事務センターにお

いて別保管として管理すること。

困 例えば、旧国民年金法の老齢年金が特別便等を契機としたご本人からの申出によ

る記録訂正により年金額が減額及び裁定取消となり、他方、旧厚生年金保険法の通

算老齢年金が増額となるケースにおいては、ご本人から申し出があった場合には、

減額対象となる旧国民年金法の老齢年金の再裁定を行わず、旧厚生年金法の通算老

齢年金だけの再裁定を行っていいのか。
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A9 記録訂正が行われた場合、記録訂正後の年金記録において年金額を再裁定するこ

ととしており、一方のみの記録訂正を行うことはできず、当該ケースにおいては、

ご本人によくご説明の上、記録訂正の申出があれば、両方の年金の再裁定を行うこ

とになる。

IQlOl 本指示書の実施目前に「年金額仮計算書」のみ受付済で、『返納申出書」を提出い

ただいていない事例についても、改めて記録訂正の意思確認をする必要があるのか。

A10 ご本人からの相談状況に応じ、必要に応じて、そのようにご対応いただきたい。
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巨至J).m.1 年金額仮計算書 1 IßU~司
現在、日本年金機構においてコンピュータで管理している記録とその元となる紙台帳等の記録との内容

を照合したと己ろ、お客様の年金記録について、下記のとおり年金記録の訂正が必要と思われる期間等
が判明しましたので、その内容をご確認いただきますようお願いいたします。
なお、年金記録を訂正することにより年金額の再計算を行いますが、新たに戸籍・住民票などの提出が

必要な場合には、追ってご連絡を差しょげる場合もございますのでよろしくお願いいたします。

【①申出者の記録(年金事務所記載欄)】

氏名 生年月日

基礎年金番号 年金証書記号番号

上記以外の
手帳記号番号

記録訂正により年金を受け取るために
備 考 必要な加入期聞を満たすこととなった者

(右欄にO印を付す)

【②年金記録の訂正内容(年金事務所記載欄)】

追加
{国・厚・船・共) 昭・平 年月 ~ 年 月 (国・厚・船・共) 昭・平 年月 国

. {国・厚・船・共) 昭・平 年月 ~ 年 月 (国・厚・船・共) 昭・平 年月 国

取消 {国・厚・船・共) 昭・平 年月 ~ 年 月 (国・厚・船・共) 昭・平 年月 国

(国・厚・船・共) 昭・平 年月 ~ 年 月 ]→昭・平 年月 四 年月

(国・厚・船・共) 昭・平 年月 ~ 年 月 ]→昭・平 年月 四 年月

(国・厚・船・共) 昭・平 年月 ~ 年 月 ]→昭・平 年月 四 年月
訂正

(固・厚・船・共) 年月 ~ 年 月 ]→岡・平 年月 ~ 年月昭・平

(国・厚・船・共) 昭・平 年月 ~ 年 月 ]→昭・平 年月 ~ 年月

(国・厚・船・共) 昭・平 年月 ~ 年 月 ]→昭・平 年月 ~ 年月

*訂正欄の[ 1は標準報酬月額(注)の訂正があった場合には変更前後の標準報酬月額を記載

(注)年金額計算の基礎となる標準給与月額

【③年金額仮計算結果(年金事務所記載欄)】 平成00年00月現在

変更前 | 円/年| 変更後

。この年金額は仮に計算したものであり、実際の年金額は異なる場合があります。

【お客様ご記入欄】

年金事務所 担当者

連絡先

年金額 訂 E 申 出 書

⑮ 

年月

年月

年月

円/年|

上記内容(現時点での訂正記録)について説明を受け確認しましたので、年金記録の訂正及
び年金額の変更についての手続きを申し出ます。

平成年月 日 郵便番号

厚生労働大臣殿

住所
フリガナ

氏名

電話番号

*ご本人が自ら署名される場合には、押印は不要です。

⑮ 

20100412改
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年金額仮計算書 II~呂
【①申出者の記録(年金事務所記載欄)】

氏名 生年月日

基礎年金番号 年金証書記号番号

上記以外の
手帳記号番号

記録訂正により年金を受け取るために
備 考 必要な加入期聞を満たすこととなった者

(右欄にO印を付す)

【②年金記録の訂正内容(年金事務所記載欄)】

追加
(固・厚・船・共) 昭・平 年月 ~ 年月 (固・厚・船・共) 昭・平 年 月

. (国・厚・船・共) 昭・平 年月 ~ 年月 (国・厚・船・共) 昭・平 年 月
取消

(国・厚・船・共) 昭・平 年月 ~ 年月 (国・厚・船・共) 昭・平 年 月

(国・厚・船・共) 昭・平 年月 ~ 年月 ]→昭・平 年 月 ~

(国・厚・船・共) 昭・平 年月 ~ 年月 ]→昭・平 年 月 ~

(国・厚・船・共) 昭・平 年月 ~ 年月 ]→昭・平 年 月 ~
訂正

(国・厚・船・共) 年月 ~ 年月 ]→昭・平 年 月 ~昭・平

(国・厚・船・共) 昭・平 年月 ~ 年月 ]→昭・平 年 月 ~

(国・厚・船・共) 昭・平 年月 ~ 年月 ]→昭・平 年 月 ~

*訂正欄の[ 1は、標準報酬月額(注)訂正があった場合に、変更前後の標準報酬月額を記載。
(注)年金額計算の基礎となる楓準給与月額

【③年金額仮計算結果(年金事務所記載欄)】 平成00年00月現在

変更前 | 円/年| 変更後

。乙の年金額は仮に計算したものであり、実際の年金額は異なる場合があります。

年金事務所

【お客様ご記入欄】

担当者

連絡先

国

国

国

年 月

年月

年月

年月

年月

年月

⑮ 

生金記録@証正孟I.f.差金盈Qla量筆に固まる自出書

年月

年月

年月

円/年|

【上記内容をご確認いただき、下記「口」欄のいずれかにJ印をご記入の上署名願います。】

口年金記録を訂正し、年金額を再計算してください。

口年金記録の訂正(年金額の再計算)は、必要ありません。

平成 年 月 日 郵便番号

住 所

フリガナ

氏 名 @ 

厚生労働大臣殿 電話番号

*ご本人が自ら署名される場合には、押印は不要です。 20100412改
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匝至E 年金額仮計算書 mlßu~司
過日行われた記録の訂正及び年金額の再計算を取り消した場合、次のとおりとなります。

よくご確認いただいたうえで、【年金記録の訂正及び年金額の再計算の見直しに関する申出書】
に記入されて、当年金事務所にご提出ください。

【①申出者の記録(年金事務所記載欄)】

氏名 生年月日

基礎年金番号 年金証書記号番号

上記以外の
手帳記号番号

記録訂正により年金を受け取るために
備 考 必要な加入期聞を満たすこととなった者

(右欄にO印を付す)

【②年金記録の訂正内容(年金事務所記載欄)】

{国・厚・船・共) 昭・平 年月 ~ 年月 (国・厚・船・共) 昭・平 年月 国

取消 (国・厚・船・共) 昭・平 年月 ~ 年月 (国・厚・船・共) 昭・平 年月 国

(国・厚・船・共) 昭・平 年月 ~ 年月 (国・厚・船・共) 昭・平 年月 国

{国・厚・船・共) 昭・平 年月 ~ 年月 ]→昭・平 年 月 ~ 年月

(国・厚・船・共) 昭・平 年月 ~ 年月 ]→昭・平 年 月 四 年月

(国・厚・船・共) 昭・平 年月 ~ 年月 ]→昭・平 年 月 四 年月
再訂正

(国・厚・船・共) 年月 ~ 年月 ]→昭・平 年 月 四 年月昭・平

(固・厚・船・共) 昭・平 年月 ~ 年月 ]→昭・平 年 月 四 年月

(固・厚・船・共) 昭・平 年月 ~ 年月 ]→昭・平 年 月 四 年月

牢訂正欄の[ 1は標準報酬月額(注)の訂Eがあった場合には変更前後の標準報酬月額を記載

(注)年金額計算の基礎となる標準給与月額

【③年金額仮計算結果(年金事務所記載欄)】 平成00年00月現在

変更前 | 円/年| 変更後

。乙の年金額は仮に計算したものであり、実際の年金額は異なる場合があります。

年金事務所

【お客様ご記入欄】

担当者

連絡先

@ 

年月

年月

年月

円/年|

年金記録の訂正及び年金額の再計算の見直しに聞する申出書

先に行った年金記録の訂E及び年金額の再計算を取り消し、再度年金額を再計算してください。

平成年月日

厚生労働大臣殿

郵便番号

住所
フリガナ

氏名

電話番号

*ご本人が自ら署名される場合には、押印は不要です。

⑮ 

20100412改
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(通知例)

「年金記録の訂正について(お知らせ)J

カッコ内は年金事務所で適宜

加筆する。
て三"..

別紙

Q5のA5関係

I この度の年金記録をめぐるさまざまな問題につき、皆様の信頼を損ねj

lお手をわずらわせましたことを改めて心よりお詫び申し上げます。 J

(さて、)000様におかれましては年金記録の追加訂正の申し出をし

ていただき、過日、これに基づいて年金額の再計算を行いました。
カッコ内は年金事務所で適宜

加筆する。
τ7"ー

この結果、 (000様は、・・・・の理由により)年金額が減額となっ

ておりますが、当初の私どものご説明が十分ではなかったために、 00
0様に十分ご理解、ご納得をいただけないまま、年金記録の追加訂正の

申し出をいただいた可能性もあると考えております。

つきましては、年金記録訂正についてのご疑問やご不明な点がござい

ましたら、あらためて、年金記録や年金額についてご相談させていただ

きたいと考えておりますので、詳しくは下記の照会窓口にお問い合わせ

いただきますようお願い申し上げます。

T 

日本年金機構

以上の文面をベースに、具体的事例に応じ、適宜

情報を追加の上、お客様へ通知してください。

年金事務所

電話

(担当)
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也竺空
「年金記録の訂正及び年金額の再計算について(お知らせ)J

お客様の年金加入記録をお調べした結果、訂正を要すると思われる期

間等があり、この結果に基づいて「年金額仮計算書(特別便等)Jを作成

いたしましたのでお知らせします。

1. r年金額仮計算書(特別便等)Jの内容をご確認ください。

① 訂正を要すると思われる期間等は、【②年金記録の訂正内容】に記

載しています。

② 訂正を要すると思われる期間等の変更を加えた場合のお客様の年

金額について、仮に訂正したものとして計算した見込額を【③年金

額仮計算結果】の変更後欄に記載しています。年金額が減額となっ

ている場合もありますので、よくご確認ください。

2. r年金額仮計算書」下段の「年金記録及び年金額の再計算に聞する申

出書』に必要事項をご記入のうえ、当年金事務所にご提出ください。

① 「年金記録を訂正し、年金額を再計算してください」または「年

金記録の訂正(年金額の再計算)は、必要はありません」のいずれ

かの口欄に〆印をご記入ください。

② 「年金記録を訂正し、年金額を再計算してくださいj欄にご記入

いただ、いた方につきましては、追って、日本年金機構本部から、記

録の訂正後に再計算した後の年金額についてお知らせいたします。

なお、年金額の再計算を行う際に、戸籍や住民票などをご提出い

ただく必要がある場合もございます。その際には、後日あらためて

ご連絡差し上げますので、よろしくお願いいたします。

③ 「年金記録の訂正(年金額の再計算)は、必要はありません」欄

にご記入いただいた方につきましては、年金額の再計算は行わず、

あらためてのご通知、ご連絡はいたしませんので、ご了解願います。

このほか、ご不明な点がございましたら、下記の照会窓口にお問い合

わせください。

T 

日本年金機構 年金事務所

電話
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〔要報告〕
記録問題関係

特別便等を契機としたご本人からの申出による

記録訂正にかかる年金額試算結果の把握

(諸規程によらない定め)

本部 プロック本部 事務センヲー 年金事務所 翼

重震 車部
会

。O 。

ポイント(内容1
0様式1について

連部

O O 

ンタ
話喜

O 。。O O O 。。

平成22年4月12日
給付指 2010-61

従来どおり作成の後、ェクセルシート右側の「区分』欄にプルタプによって該当区分を入力していただ

きます。この作業により、様式4以降の集雪村宇業が行いやすくなります。

【区分】 A:特別便等{※)で減額でないもの B:特別便等(※)で減額となるもの

C:特別贋等(※)以外で減額でないもの D:特別便等(※1以外で減額となるもの

E:特別贋等(※)で過去の再裁定を訂正するもの
特別便等{※)=特別便等を契機としたご本人からの申出による記録訂正

0様式4について(分類区分Bを減額同意と訂正不要に分類し個別に記載 Aの月計値を詰覇。

【給付指 2010-60]に基づき、特別便等を契機としたと本人からの申出による年金額の試算が行わ払

申出書恒璽璽.II)を受け付けた方(様式5の対象者を除く)について、報告していただきます。

O様式5について(分類区分Eを個別に官官面白

過去に減額された方で胎付指2010-60]r対応要領のQ&AJの4及び5に基づき、「改めて意思確認

を行う必要があると思われる方」又は『過去の減腐ゴ正について納得できない旨を申し出た方」につい

て、 申出書唖璽璽国.m)の提出揃った場合に報告していただきます。

0様式6について

【給付指2010-60]r対応要領のQ&AJの5に基づき、『改めて意思確認を行う必要があると思われる

方」について、様式6を作成していただき、毎月更新・報告していただくものです。

0報告方法

様式4~6を各プロック本部単位でとりまとめ、月次で以下の連絡先にメールで報活してください。

l審査担当71州・ i 

照会先
本部年金給付部給細企画G 太田(泰}

給付指導G 小野寺
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(様式4)

特別便等を契機とした年金記録訂正にかかる年金額試算結果集計表

《 平成年月分》

年金額仮計算書(特別便等用)

を受け付けた方 00年金事務所

基礎年金番号 変更前年金額(年額)① 変更後年金額(年額)② 差し引き年金額(②ー①)

1111-111111 800，000円 750，000円 -50，000円

2 2222-222222 1，150，000円 1，300，000円 150，000円

3 3333-333333 2，000，000円 1，920，000円 -80，000円

申滅 4 
出額
をの 5 

行記 6 
っ録

た訂一
7 

言己 載 仔リ方正 8 
の

9 

10 

小計 3件 3，950，000円 3，970，000円 20，000円

4444-444444 950，000円 800，000円 一150，000円

国日記 2 5555-555555 2，350，000円 2，000，000円 -350，000円

の録 3 6666-666666 1，430，000円 1，530，000円 100，000円
申訂
出正 4 7777-777777 800，000円 795，000円 5，000円

をの 5 
行必

B っ要

たは 7 
な

方い 8 

9 

(注)
10 

小計 4件 5，530，000円 5，125，000円 -405，000円

合計 22件

減額以外の記録訂正の申出を行った方

月間計 15件
変更前年金額(年額)①| 変更後年金額(年額)②|差し引き年金額(②ー①)

30，000，000円 35，000，000円 5，000，000円

(注)年金額が増額見込みであるにもかかわらず、記録訂正を行わないケースが発生した場合は、!ilIJ途、

具体的な内容を本部年金給付部へメールで報告すること。(任意様式)

※必要に応じ、適宜行を追加・削除して作成すること。

※表中の①及び②には、 『年金額仮計算書(特別便等)Jの年金額鼠算結果欄の金額を記載すること。

※毎月月初から末固までの 1力月分の試算結果を記載すること。

※各事務所からの報告は、ブロ‘Yク単位でとりまとめのうえ、翌月10日までに本部年金給付都へメールで報告すること。
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(様式5)

特別便等を契機とした年金記録訂正にかかる年金額試算結果集計表

《平成年月分》

年金額仮計算書(特別便等(再)用)

を受け付けた方 00年金事務所

基礎年金番号 変更前年金額(年額)① 変更後年金額(年額)② 差し引き年金額(②ー①)

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

訂記 9 

正録 10 
前訂
の正 11 

年の 12 
金必
額要 13 

!こは 14 
戻な
すか 15 

再つ 16 
裁た
定旨 17 

がの 18 
必申
要出 19 

とに 20 
なよ
るり 21 

方 22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

事務所計 。件 0円 0円

※必要に応じ、適宜行を追加・削除して作成すること。

※表中の①及び②には、 「年金額仮計算書(特別便等(再)) Jの年金額鼠算結果欄の金額を記載すること。

※毎月月初から末固までの 1力月分の試算結果を記載すること。

※各事務所からの報告は、ブロッヴ単位でとりまとめのうえ、翌月10日までに本部年金給付部へメールで報告すること。

0円
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(様式6)

特別便等を契機として過去に年金額が減額となる再裁定を
行った方で、改めて意思確認を行う必要あると思われる方

I 年金額仮計算書(特別便等用)の提出により、 l 
| 減額に同意していたことが確認できる場合を除く | 

《平成年 月末現在》

00年金事務所

基礎年金番号 再裁定日① お知らせした日② 来訪〔受付)日③
1 :減額同意
2:訂正不要

9999-999999 H22.1.4 H22.4.16 H22.4.23 

2 8888-888888 H21.12.28 H22.4.16 H22.4.26 2 

3 7777-777777 H22.3.1 H22.4.16 

4 

5 

6 

7 

8 
言己 載 仔リ

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

※必要に応じ、適宜行を追加・削除して作成すること。

※再裁定日①には裁定原簿上の再裁定年月日を記載すること。

※お知らせした日②には、 【給付指2010-60】 『特別便等を契機としたご本人からの申出による
記録訂正により年金額への影響がある方に関する取扱いJ>>IJ添3のお知らせを発送した目又は
本人に渡した日を記載すること。

※来訪日③にはご本人が来訪された日又は意思確認がとれた日を記載すること。

※三の表は毎月末日時点で作成・更新すること。

※各事務所からの報告は、フロック単位でとりまとめのうえ、翌月10日までに本部年金給付部へメール
で報告すること。

※①~③に入力する日付は、集計・ソート等ができるようデータ入力とすること。
(全角文字による『平成O年O月O日」等は不可)
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記録問題関係
平成22年5月21日

給付指 2010-95

特別便等を契機としたご本人からの申出による記録訂正により年金額への影響がある方

に関する取扱いにおける年金額仮計算書の様式変更等

(諸規程によらない定め)

本部 プロック本部 事務センヲー 年金事務所 襲

重 話喜
完 車部 連部 震課 タン

2主
。O 。O O O 。。O O O 。。 〆 〆

-・._. 

ポイント(内容1
回改善様式について『別添1J 

O 特別便等を契機としたと本人からの申出による記顕I正の場合の年金額儲十算書の様式(指示書別添②

-~について、以下のとおり、改善を図ることとしました。
〔改善嗣 申出書にある次の欄のいずれかにチェックしていただく。

口年金記録を訂正し、年金額を再計算してください。

口年金言閣の訂正(年金額の再計算〕は」必要ありません。

〔改善創 申出書にある次の欄のいずれかにC印で囲んでいただく。

ア年金記録を訂正し、年金額を再計算してください。
(アにOをした方臥上記「変更後』の年金額に変更する手続きを行います。)

イ 年金記鋸の訂正(年金額の再計算〕は、必要ありません。

(イにOをした方は、上記「変更前」の年金額を変更する手続きは行いません。)

O これに伴lヘ指示書の『別添:DJの「対応要領のQ&AJ及び同『別添③』のお知らせの当該部分に

係る記述を修正いたしました。明IJ添2J、rjjl蹄 3J(※修正箇所は赤線囲み部介)

固従来様式について

O この指示・依頼~;t. r.平成22年5月24日」から実施することといたします。なお、当分の問、従来様

式についても有効といたします。

※「業務処狸マニュアル』の該当箇所の追加・訂正については追って連絡いたします。

l盟一 -i

照会先
本部年金給付部給付企画G 太田(泰)

給付指導G 小野寺
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別添1

年金額仮計算書 II~自
【①申出者の記録(年金事務所記載欄)】

氏名 生年月日

基礎年金番号 年金証書記号番号

上記以外の
手帳記号番号

記録訂正により年金を受け取るために
備 考 必要な加入期聞を満たすこととなった者

(右欄にO印を付す)

【②年金記録の訂正内容(年金事務所記載欄)】

追加
(国・厚・船・共) 昭・平 年月 四 年月 (園・厚・船・共) 昭・平 年月 同

. (国・厚・船・共) 昭・平 年月 四 年月 (園・厚・船・共) 昭・平 年月 同

取消
(国・厚・船・共) 昭・平 年月 四 年月 (園・厚・船・共) 昭・平 年月 自

(国・厚・船・共) 昭・平 年月 四 年月 ]→昭・平 年月 ~ 年 月

(国・厚・船・共) 昭・平 年月 ~ 年月 ]→昭・平 年月 ~ 年 月

(国・厚・船・共) 昭・平 年月 ~ 年月 ]→昭・平 年月 ~ 年 月
訂正

(国・厚・船・共) 年月 ~ 年月 ]→昭・平 年月 ~ 年 月昭・平

(国・厚・船・共) 昭・平 年月 ~ 年月 ]→昭・平 年月 ~ 年 月

(国・厚・船・共) 昭・平 年月 ~ 年月 ]→昭・平 年月 ~ 年 月

*訂正欄の[1は、標準報酬月額(注)訂正があった場合に、変更前後の標準報酬月額を記載。
(注)年金額計算の基礎となる標準給与月額

【③年金額仮計算結果(年金事務所記載欄)】 平成00年00月現在

||変更前円/年|略図豆笠」

。この年金額は仮に計算したものであり、実際の年金額は異なる場合があります。

年金事務所

【お客様ご記入欄】

担当者

連絡先

⑮ 

年金記録の訂正及び年金額の再計算に聞する申出書

平成年月日

年月

年月

年月

回 |

fぃ _il上記内容をご確毘いただき、下配のア又はイのいずれかをO印で囲んだ上、署名願います。|
必ア l事告 II y 年金記録を訂正し、年金額を再計算してください。
orcl¥¥ J (アlこOをした方l志、上記『変更後』の年金額に変更する手続きを行います。)
印は I ./ 
でイ上~ j 年金記録の訂正(年金額の再計算)は、必要ありません。
囲の -1 (イlこOをした方は、上配「変更前」の年金額を変更する手続きは行いません。)
んい-

EZ 
だか
さを
い

ーニニニ
厚生労働大臣殿

郵便番号

住 所

フリガナ

氏名

電話番号

*ご本人が自ら署名される場合には、押印は不要です。

⑮ 

20100521改
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対応要領のQ&A
脚画

回 特別便等を契機としたご本人からの期間照会等の申出により調査した結果によ

呈皇墾宣正により、年金額が減額文は裁定取消となると見込まれる事例については、

どのように取り扱うのか。

Al 受給者について、年金額が減額文は裁定取消となると見込まれる事例のうち、特

別便等を契機とし、ご本人からの期間照会等の申出により調査した結果による記録

訂正(※の4ケースを言う)を要すると恩われるケースについては、以下の取り扱

いにより懇切丁寧な説明を行う。

※①手番統合、②手番統合による記録補正、③被保険者期間の訂正、④標準報酬月額の訂正

(注)なお、厚生年金基金記録との突合せの場合の取扱いについては、「厚生年金基

金加入記録を有する被保険者記録の整備等に係る事務の取扱いJ (平成 22年

4月 1日)のとおりであり、また、コンビュータ記録と紙台帳等との突合せの

場合の取扱いについては、別途指示する。

【基本的な取り扱い方法】

特別便等を受け取った受給者が、年金事務所ヘ照会票及ぴ年金証書を持参

d¥/シ
①持参された照会票により記録を確認

②以下の例のような方に対しては、記録の本人特定前に「お客様のようなケースでは、

新たに見つかった記録を統合することにより、年金額が減額・裁定取消になる場合も

ありうるのでご承知おきいただきたい』旨伝える。

(減額・裁定取消が起こりうる主な例)

-通算老齢年金受給者で、 1年未満の他制度期間との重複が判明した方

-第四種被保険者期聞を有する方で、新たな厚生年金期聞が判明し、第四種期聞が取り

泊される方

-障害年金受給者で、被保険者期聞が25年未満の方(被保険者期間を 25年みなしで

計算)

・年金額計算の基礎としない昭和32年 10月以前の給与を有する方で、同月以降の標

準報酬月額の低い記録が判明した方

-配偶者が加給年金を受給している場合は、新たな記録判明に伴う 20年以上の老齢厚

生年金受給による加給年金停止も考えられるため、夫婦の年金総額にも注意が必要

・旧国民年金法の5年年金・ 10年年金受給者で、新たに厚生年金期間が判明し、当該

期聞が5年年金・ 10年年金の納付期間と重複する方

・基礎年金満額到達後の国民年金任意加入期聞における保険料納付済期間を還付した場

合等で、還付した期聞に付加保険料納付済期聞が含まれる方

-旧国民年金法の老齢年金・通算老齢年金受給者で、新たな厚生年金期聞が判明し、国

民年金期聞が少なくなる方

丈/シ
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照会票に記載されている記録をもとに「年金額仮計算書(特別便等)(別添，O-2)Jを作成

し、「年金記録の訂正及び年金額の再計算について(お知らせ)(別添③)Jとともにお客様

にお渡しし、内容をご説明する。

J ~ 
特別便等を契機としたご本人からの申出による記録訂正により、年金額が減額及び裁定

取消となることが見込まれている場合は、以下のことを本人に懇切丁寧に説明を行った上、

「年金額仮計算書(特別便等)J下段「年金記録の訂正及び年金額の再計算に関する申出書」

のアまたはイのいずれかをO印で囲んだ上署名していただく。

-どのような理由で減額・裁定取消となるのか

-他の年金が増額となる場合や保険料の還付が発生する場合は、増額となる年金額や還

付金額等の説明

. (減額の場合は)およそいくら位の減額となるのか

-既にお受け取りになっている年金のうち過払いとなる分については、最大5年前まで

遡って返納していただく必要があること

てと/シ
「年金額仮計算書(特別便等)Jにおける「年金記録の訂正及び年金額の再計算に関する

申出書」の「ア年金記録を訂正し、年金額を再計算してください。(アにOをした方は、

上記『変更後」の年金額に変更する手続きを行います。)JのアをO印で囲んだ上署名をさ

れた方については、「年金額仮計算書【特別便等2.Jとともに、「返納方法申出書」をご記入

いただき、併せて受理する。

「イ年金記録の訂正(年金額の再計算)は、必要ありません。(イにOをした方は、上

記「変更前」の年金額を変更する手続きは行いません。)JのイをO印で囲んだ上署名をさ

れた方については、『年金額仮計算書(特別便等)Jのみを受理する。

て¥/与7

「年金記録を訂正し、年金額の再計算を行うこと」を申し出された方から必要な書類の

提出があった場合は、

①減額となる方の場合は、

「年金に係る裁定の再調査及び訂正について(様式第 127号【被保険者記録訂正用】)J
を作成し、「年金記録の訂正及び年金額の再計算に関する申出書J(必要に応じ「返納方

法申出書」及びこれらに係る添付書類)と併せて日本年金機構本部ヘ進達し、再裁定手

続きを行う。

②裁定取消となる方の場合は、

「国民年金・厚生年金保険年金給付関係業務取扱要領(諸変更編)Jに基づき処理を行

う。なお、当該年金が日本年金機構本部又は他の年金事務所において裁定されている場

合は、「年金記録の訂正及び年金額の再計算に関する申出書J(必要に応じ「返納方法申

出書」及びこれらの係る添付書類)を日本年金機構本部ヘ進達又は裁定を行った年金事

務所ヘ回送する。
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「年金記録の訂正の必要はありません」との申し出をされた方から「年金額仮計算書

(特別便等)Jの提出を受けた場合は、年金記録の訂正を行わず、当該対象年金記録につい

て、「平成21年 10月 16日庁文発第 1016006Jに基づき、『記録訂正事跡確認システ

ム』および「オンラインシステム」ヘ事跡登録の上、『年金額仮計算書(特別便等)Jにつ

いて別保管する。(なお、システムへの事跡入力方法については、追って連絡します。)

回 申し出された方が「記録訂正の内容は正しいが、減額は受け入れられない』と主

張した場合、どのように取り扱うのか。

A2 【Allの説明をしでもなお、減額は受け入れられないと主張される場合には、

「イ年金記録の訂正(年金額の再計算)は、必要ありません。(イにOをした方は、

上記「変更前」の年金額を変更する手続きは行いません。)JにO印が付された申出

書を受理することはやむを得ない。

国 お知らせ文(年金記録の訂正及ぴ年金額の再計算について(お知らせ)r別総J)

は全員に渡すのか、郵送分のみか。

A3 来訪、郵送を問わず、該当者全員にお渡しする。

国 これまで年金額が減額となる再裁定又は裁定取消を行い、年金額を返納した受給

者から、減額訂正を行った過去の再裁定又は裁定取消の取消を求められた場合はど

のように取り扱うのか。

A4 年金額が減額又は裁定取消となった方のうち、特別便等を契機としたご本人から

の期間照会等の申出により調査した結果、記録訂正 (A1※の4ケース)により年

金額の減額及び裁定取消を行った方については、あらためて [A1】に基づきご説

明した上で、年金記録の訂正の必要がなかった旨の申出があった場合、再裁定のや

り直しを行うこともやむを得ない。

なお、その場合に使用する「年金額仮計算書」は「別添②-3Jの『年金額仮計算

書(特別便等(再))Jを使用することとする。

困 過去の減額した方全員に対して、広く広報するか、個別にお知らせを行う考えは

ないか。

A5 現行法の下では、ご本人の記録であれば減額することが基本であり、今回の指示

もこの範囲内で従来の取扱いを明確にするものであり、改めて広く広報したり、こ

れまで減額を了承いただいた方全員に対して個別にお知らせする予定はない。

なお、既に年金額が減額となった事案のうち、返還額が高額であるなど年金事務

所において記録の統合に納得ができないとの申立てをこれまでされたことがある方

のうち改めてご本人に意思確認を行う必要があると思われる事例については、旦l抵
の通知例(刷紙05のA5関係bに基づきご案内することとする。(※1)

その上で、 04のA4のとおり対応し、記録訂正の取消の申出があった方につい

ては過去に行った再裁定の取消を行うこともやむも得ない。
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(※1) ご案内にあたっては、現時点において、記録の統合に納得できないと申立てされ

ている方のほか、特別便発送以降で記録の統合に納得できないと申立てされた乙と

がある方を、当時の総合相談室長等から可能な範囲で聞き取り等を行うなどして選

定し行ってください。

困 加入者について、記録訂正により、年金額が減額と見込まれる事例については、

どのように取り扱うのか。

A6 記録照会の申出をされた加入者(※2)については、平成20年2月8日通知の

とおり、将来の年金額が増額見込みか減額見込みかを問わず、事前には本人にお知

らせ・確認をせず、記録訂正を行い、事後的に訂正結果をお知らせする取扱いとす

る。

なお、過去に年金額の試算を行ったことがある加入者が、記録照会の申出をされ

た場合は、事前にお知らせ・確認をせずに記録訂正を行った上で、平成20年2月

8日通知のとおり、本人が希望する場合は、記録訂正後の試算をお示しする。

(※2) 受給権が発生していない未請求者も含む。

回 特別便等を契機としたご本人からの申出による記録訂正が契機ではない年金額

の減額及び裁定取消については、どのように取り扱うのか。

A7 特別便等を契機としたご本人からの申出による記録訂正が契機ではない減額及ぴ

裁定取消については、今まで通りお客様ヘ丁寧にと説明し、返納を求めることとす

る。

その際使用する「年金額仮計算書」は、「別添②-1 Jの「年金額仮計算書(特別

便等以外)を使用することとする。

図 「記録訂正の必要なし」と申出された方から「年金額仮計算書(特別便等) (別

添②・2)Jの提出を受けた場合は、年金記録の訂正を行わず、当該記録を事跡管理

システムに登録の上、「年金額仮計算書」を別保管する取扱いとしてよるしいか。

A8 ご本人が「記録訂正の必要なし」と申し出された場合には、「平成21年 10月1

6日庁文発第 1016006 号』に基づき、「記録訂正事跡確認システム」および「オ

ンラインシステム」ヘ事跡登録を行うことにより管理することとされたい。(なお、

システムへの事跡入力方法については、追って連絡します。)

また、受け付けた「年金額仮計算書(特別便等)Jは原則として事務センターにお

いて別保管として管理すること。

国 例えば、旧国民年金法の老齢年金が特別便等を契機としたと本人からの申出によ

る記録訂正により年金額が減額及び裁定取消となり、他方、旧厚生年金保険法の通

算老齢年金が増額となるケースにおいては、ご本人から申し出があった場合には、

減額対象となる旧国民年金法の老齢年金の再裁定を行わず、旧厚生年金法の通算老

齢年金だけの再裁定を行っていいのか。

A9 記録訂正が行われた場合、記録訂正後の年金記録において年金額を再裁定するこ

ととしており、一方のみの記録訂正を行うことはできず、当該ケースにおいては、
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ご本人によくご説明の上、記録訂正の申出があれば、両方の年金の再裁定を行うこ

とになる。

匡国 本指示書の実施目前に「年金額仮計算書」のみ受付済で、『返納申出書』を提出

いただいていない事例についても、改めて記録訂正の意思確認をする必要があるの

か。

A 10 ご本人からの相談状況に応じ、必要に応じて、そのようにご対応いただきたい。
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別添3

|別添③ | 
『年金記録の訂正及び年金額の再計算について(お知らせ)J

お客様の年金加入記録をお調べした結果、訂正を要すると思われる期

間等があり、この結果に基づいて「年金額仮計算書(特別便等)Jを作成

いたしましたのでお知らせします。

1. r年金額仮計算書(特別便等)Jの内容をご確認ください。

① 訂正を要すると思われる期間等は、【②年金記録の訂正内容】に記

載しています。

② 訂正を要すると思われる期間等の変更を加えた場合のお客様の年

金額について、仮に訂正したものとして計算した見込額を【③年金

額仮計算結果】の変更後欄に記載しています。年金額が減額となっ

ている場合もありますので、よくご確認ください。

2. r年金額仮計算書」下段の「年金肥録及び年金額の耳計算に聞する申

出書』に必要事項をご記入のうえ、当年金事務所にご提出ください。

① 「ア 年金記録を訂正し、年金額を再計算してください(アにO

をした方は、上記「変更後」の年金額に変更する手続きを行います。)J 

または「イ 年金記録の訂正(年金額の再計算)は、必要はありま

せん(イにOをした方は、上記「変更前」の年金額を変更する手続

きは行いません。)JのアまたはイいずれかをO印で囲んでください。

② 「年金記録を訂正し、年金額を再計算してください」欄にご記入

いただいた方につきましては、追って、日本年金機構本部から、記

録の訂正後に再計算した後の年金額についてお知らせいたします。

なお、年金額の再計算を行う際に、戸籍や住民票などをご提出い

ただく必要がある場合もございます。その際には、後日あらためて

ご連絡差し上げますので、よろしくお願いいたします。

③ 「年金記録の訂正(年金額の再計算)は、必要はありません」欄

にご記入いただいた方につきましては、年金額の再計算は行わず、

あらためてのご通知、ご連絡はいたしませんので、ご了解願います。

このほか、ご不明な点がございましたら、下記の照会窓口にお問い合

わせください。

T 

日本年金機構 年金事務所

電話
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2 年金時効特例法の適用対象(適用時期)に関する周知・徹底

年金時効特例法の適用対象者について、誤った教示(年金時効特例法の法

施行目前に記録訂正された者には、年金時効特例法は適用されない)を行っ

た事務処理誤りが、静岡県下で判明したことを契機に、年金時効特例法の適

用対象(適用時期)に関して周知・徹底をするもの

※ 指示依頼書の「別添①』及び「男IJ添②」の通知(写)については、掲載を

省略いたしますので「指示依頼書給付指 2010-102Jを参照ください。
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記録問題関係
平成22年6月1日

給付指 2010-102

年相指 2010-48

年金時効特例法の適用対象(適用時期)に聞する周知・徹底(指示・依頼)

本部 ブロッヲ本部 事務セン告ー 年金事務所

宛先
書

係部関 理部管 相給部 患部 厚年 国年 給年 記録
適課用 徴収課 課国年 記録課 相談室

全 G G G G 

情量供
相韻セ

社労士会
事ン

) 。。 。 。 。
本部関係部

経営企画部、記録問題対策部、品質管理部、業務管理部、支払部

E血ニ皇量
O 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成 19年法律第

1 1号。以下「特例法」という。)の適用関係について、改めて周知を図るものです。

ポイント(肉容)

O 特例法の適用関係について、誤った教示(法施行目前に記録訂正された者には適用されない。)を

行ったという事務処理誤りが、静岡県下で判明しました。

o r特例法は、法施行目前に年金記録が訂正された者についても適用される。」ことを関係職員に対

して再度、徹底してください。(詳細については、別添の通知等を参考にしてください。)

0 なお、類似事象が判明した場合には、速やかに関係者への説明、謝罪等を行うとともに、「事件・

事故・事務処理誤り」として本部への報告をお願いします。

o <参考資料>

「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効等に関する法律等の施行について(通知)J

(平成 19年7月6日付庁保発第 0706001号)(別添①)

「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効等に闘する法律等の施行に伴う実施事務

の取扱いについてJ(平成 19年7月6日付庁保険発第 0706002号) (別添②)

「年金相談マニュアル相談事例編 J (276頁) (別添③)

G 高梨

i審査担当附欄・ ! 
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年金相談マニュアル

窃 日本年金機構
Jepen pon・lonSOrv!co 

2010.03 
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(問) なぜ、 「年金記録の訂正Jに係る部分のみ支払われ、届出漏れや請求漏れ

等は支払われないのでしょうか。

(答)

時効特例法は、年金記録問題に対する包話的な対応の一環として、年金記録の訂正

に伴う年金の増額分のうち 5年で自動的に時効消滅する部分について、回復を図るも

のです。

このような法の趣旨から、年金受給権のうち年金記録の訂正に係る部分のみが特例

の対象とされました。

(間) 私は過去に期間追加による年金決定の訂正を受け、年金が増額しましたが、

消滅時効により 5年を越える分は支払を受けられませんでした。このたびの

時効特例法の施行により年金決定の訂正当時に消滅時効が完成してしまっ

た分も支払を受けることができますか。

(答)

施行日において年金を受ける権利安有するもの又は施行日前において当該権利を

有していた者であって、施行日前に年金記録が訂正されたことにより年金が増額した

が、その時までに 5年の消滅時効が完成していた方についても対象となります。

よって、所定の届出をすることにより支払を受けることができます。

(問) 対象者である父が既に亡くなっていますが、遺族であっても侍効特例法の

対象となる支払を受けることができますか。

(答)

対象者が既に亡くなっている場合は、その者の「未支給年金を請求できる遺族」の

方についても時効特例が適用されますので、所定の届出をすることで支払を受けるこ

とが出来ます。

「未支給年金を誇求できる遺族j とは対象者の死亡当時、その者と生計を同じくし

ていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹を指します。

なお、遺族問における未支給年金を受けるべき者の順位はこの11演序となります。

2010.03 



30

(厚生年金保険法による保険給付に係る時効の特例)

第一条

厚生労働大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において厚生年金

保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による保険給付(乙れに相当する給付を含

む。以下この条並びに附則第二条及び第四条において同じ。)を受ける権利を有する

者又は施行目前において当該権利を有していた者(同法第三十七条の規定により未

支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、同法第二十

八条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に

係る裁定(裁定の訂正を含む。以下乙の条において同じ。)が行われた場合において

は、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき

支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利

について当該裁定の固までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づ

く保険給付を支払うものとする。

(国民年金法による給付に係る時効の特例)

第二条

厚生労働大臣は、施行自において国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)

による給付(これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則第二条及び第六条

において同じ。)を受ける権利を有する者文は施行目前において当該権利を有してい

た者(同法第十九条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を

含む。)について、同法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当

該給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下この条において同じ。)が

行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受

ける権利に基づき支払期月ごとに文は一時金として支払うものとされる給付の支給を

受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該

権利に基づく給付を支払うものとする。

附則抄

(時効の特例に関する経過措置)

第二条

第一条及び第二条の規定は、施行目前に厚生年金保険法第二十八条又は国民

年金法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた場合における当該訂

正に係る保険給付又は給付について準用する。
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